
４月 17 日、地産地消フェアが開催されました＜市役所１階市民ホールにて＞

保
育
の
質
と
高
齢
者
支
援
策
の

充
実
で
不
安
の
な
い
社
会
へ

社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き

る
職
員
の
育
成
と
制
度
構
築
を

長
年
求
め
た
補
聴
器
購
入
補
助

が
始
ま
る
が
改
善
が
必
要
で
は

次
の
世
代
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ

く
り
の
基
盤
構
築
を
目
指
し
て

状
つ
さ
い
あ
の
候
時
◇

　

止
禁
の
ど
な

答
、
し
対
に
民
市
は
員
議

も
る
よ
に
筆
自
の
め
た
の
礼

、
状
舞
見
中
暑
、
き
除
を
の

い
あ
の
候
時
の
ど
な
状
賀
年

ま
含
も
ど
な
報
電
（
状
つ
さ

禁
は
と
こ
す
出
を
）
す
ま
れ

。
す
ま
い
て
れ
さ
止

罰
と
る
す
反
違
に
ら
れ
こ

。
す
ま
れ
ら
せ

解
理
ご
の
ん
さ
皆
の
民
市

。
す
ま
し
い
願
お
を
力
協
ご
と

る
よ
に
法
挙
選
職
公

為
行
止
禁

止
禁
付
寄
の
員
議
◇◇ 

・
誘
勧
付
寄
の
へ
員
議

止
禁
の
求
要

お
、
し
対
に
民
市
が
員
議

公
、
は
と
こ
る
贈
を
物
や
金

い
て
れ
さ
止
禁
で
法
挙
選
職

。
す
ま

対
に
員
議
が
民
市
、
た
ま

禁
も
と
こ
る
め
求
を
付
寄
し

。
す
ま
い
て
れ
さ
止

●
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
に
つ

い
てＱ

　
子
ど
も
の
状
態
把
握
や
面

談
の
留
意
点
、
受
け
入
れ
可
否
の

判
断
基
準
は
。

Ａ
　
対
象
年
齢
で
あ
れ
ば
基
本

的
に
受
け
入
れ
る
が
、
子
ど
も
の

状
態
を
把
握
す
る
中
で
、
医
療
的

ケ
ア
が
必
要
な
ケ
ー
ス
や
重
要
事

項
説
明
に
同
意
さ
れ
な
い
場
合

は
、
利
用
を
断
る
こ
と
も
あ
る
。

Ｑ
　
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

と
一
時
預
か
り
事
業
の
違
い
の
明

示
が
大
切
だ
が
、
周
知
方
法
は
。

Ａ
　
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

●
職
員
の
人
材
育
成
と
早
期
登
用

制
度
の
構
築
に
つ
い
て

Ｑ
　
人
材
育
成
基
本
方
針
の
見

直
し
を
始
め
、
そ
の
一
環
と
し
て

若
手
職
員
の
管
理
職
へ
の
早
期
昇

格
制
度
を
構
築
し
な
い
か
。

Ａ
　
基
本
方
針
改
定
か
ら
５
年

が
経
過
し
て
い
る
た
め
、
各
事
業

の
進
捗
状
況
や
効
果
な
ど
を
検
証

し
、
見
直
し
も
視
野
に
入
れ
つ

つ
、
先
進
事
例
を
調
査
研
究
し
た

上
で
、
制
度
の
構
築
、
導
入
に
向

け
検
討
し
て
い
く
。

●
現
業
職
員
の
採
用
に
つ
い
て

Ｑ
　
持
続
可
能
な
行
政
運
営
と

は
、
子
ど
も
が
継
続
的
に
保
育
所

な
ど
へ
通
園
す
る
制
度
で
、
一
時

預
か
り
事
業
は
、
保
護
者
の
都
合

に
合
わ
せ
一
時
的
に
利
用
す
る
制

度
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
内

容
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
案
内

し
て
い
る
が
、
違
い
に
関
す
る
周

知
は
行
っ
て
い
な
い
。

●
高
齢
者
の
安
心
で
き
る
暮
ら
し

と
環
境
づ
く
り
に
つ
い
て

Ｑ
　
終
活
支
援
の
具
体
的
な
事

業
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

Ａ
　
人
生
最
期
の
過
ご
し
方
を

考
え
、
現
在
の
生
活
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
に
、
人
生
い
き
い

災
害
時
な
ど
の
市
民
の
安
全
・
安

心
を
守
る
観
点
か
ら
、
退
職
者
不

補
充
の
方
針
を
転
換
し
、
現
業
職

員
の
採
用
を
再
開
し
な
い
か
。

Ａ
　
全
国
の
自
治
体
で
現
業
職

員
の
採
用
再
開
に
向
け
た
動
き
が

あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
他

市
の
動
向
や
社
会
情
勢
を
注
視
し

つ
つ
、
財
政
状
況
な
ど
も
勘
案
し

総
合
的
に
判
断
し
て
い
く
。

●
職
員
へ
の
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
対
策
に
つ
い
て

Ｑ
　
職
員
の
心
身
の
安
全
を
守

り
、
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

継
続
す
る
た
め
の
対
策
に
、
早
急

日
本
共
産
党
あ
や
せ
　
福
田
久
美
子

志
政
あ
や
せ
　
古
市
　
　
正

き
手
帳
の
配
布
や
、
在
宅
で
の
看

取
り
を
テ
ー
マ
に
し
た
家
族
介
護

教
室
を
実
施
し
、
終
活
に
関
す
る

普
及
啓
発
を
行
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
市
営
墓
地
を
拡
張
す
べ
き

と
思
う
が
、
市
の
考
え
は
。

Ａ
　
本
蓼
川
墓
園
整
備
以
降
、

民
間
霊
園
の
開
園
や
、
墓
に
対
す

る
多
様
な
考
え
方
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
拡
張
は
考
え
て
い
な
い
。

に
取
り
組
ま
な
い
か
。

Ａ
　
令
和
７
年
度
末
に
市
職
員

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

基
本
方
針
を
策
定
し
、
国
の
指
針

を
踏
ま
え
た
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

整
備
を
進
め
て
い
る
。
今
後
、
職

員
の
安
全
や
健
康
を
守
る
環
境
整

備
と
、
良
質
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
両
立
を
目
指
し
、
具
体
的
な

対
策
を
着
実
に
推
進
し
て
い
く
。

●
難
聴
者
や
失
聴
者
の
生
活
に
必

要
な
情
報
を
保
障
す
る
た
め
に

Ｑ
　
保
健
福
祉
プ
ラ
ザ
の
難
聴

者
の
聞
こ
え
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
磁

気
ル
ー
プ
の
利
用
が
少
な
い
。
利

用
し
や
す
く
改
善
し
な
い
か
。

Ａ
　
設
置
時
の
手
間
が
活
用
さ

れ
な
い
要
因
の
一
つ
と
考
え
て
お

り
、
必
要
な
方
が
利
用
で
き
る
よ

う
、
関
係
団
体
に
周
知
を
行
う
。

Ｑ
　
県
の
事
業
と
し
て
、
長
年

求
め
て
き
た
補
聴
器
購
入
費
の
補

助
事
業
が
新
年
度
か
ら
始
ま
る

が
、
利
用
し
や
す
い
制
度
と
な
る

よ
う
県
に
改
善
を
求
め
な
い
か
。

Ａ
　
ま
ず
は
制
度
を
運
用
し
、

そ
の
結
果
を
県
に
伝
え
て
い
く
。

Ｑ
　
手
話
通
訳
者
や
、
要
約
筆

記
者
の
担
い
手
が
不
足
し
て
い

る
。養
成
を
も
っ
と
進
め
な
い
か
。

●
綾
瀬
市
公
共
施
設
再
編
計
画
に

つ
い
て

Ｑ
　
第
１
期
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
で
は
、
綾
北
小
学
校
や
綾
北
中

学
校
の
老
朽
化
、
土
棚
小
学
校
の

小
規
模
校
化
な
ど
を
課
題
に
挙

げ
、
令
和
３
年
度
か
ら
７
年
度
の

間
に
再
編
方
針
の
検
討
を
開
始

し
、
次
期
の
建
て
替
え
を
目
指
す

と
し
て
い
た
が
、
第
２
期
以
降
、

小
中
一
貫
校
や
義
務
教
育
学
校
の

設
置
、
エ
リ
ア
複
合
化
の
検
討
の

記
載
が
な
い
。
少
子
化
や
財
政
的

課
題
を
考
慮
し
、
整
備
計
画
を
打

ち
出
す
状
況
に
迫
ら
れ
て
い
る

が
、
今
後
の
方
針
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
か
。

Ａ
　
適
正
規
模
、
適
正
配
置
、

施
設
老
朽
化
の
状
況
か
ら
、
学
校

施
設
の
統
廃
合
は
避
け
ら
れ
な
い

Ａ
　
継
続
し
た
育
成
が
必
要

で
、
今
後
も
養
成
講
座
を
実
施

し
、人
材
確
保
を
目
指
し
て
い
く
。

Ｑ
　
手
話
を
言
語
の
一
つ
と
し

て
明
確
に
位
置
付
け
る
た
め
、
例

え
ば
埼
玉
県
で
は
県
と
ほ
と
ん
ど

の
自
治
体
が
手
話
言
語
条
例
を
制

定
し
て
い
る
。
本
市
で
も
手
話
言

語
条
例
を
制
定
し
な
い
か
。

Ａ
　
手
話
言
語
条
例
は
県
が
制

定
し
て
お
り
、
市
は
そ
の
理
念
に

基
づ
き
普
及
啓
発
し
て
い
る
た

め
、市
独
自
条
例
は
制
定
し
な
い
。

Ｑ
　
市
長
の
記
者
会
見
動
画
に

手
話
通
訳
を
導
入
し
な
い
か
。

Ａ
　
障
が
い
が
あ
る
方
に
対
す

る
市
政
の
情
報
伝
達
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
音
声
録
音
、
点
字
な
ど

を
活
用
し
て
お
り
、
手
話
通
訳
導

入
は
考
え
て
い
な
い
。

も
の
と
捉
え
、
第
２
期
以
降
に
計

画
し
て
い
る
綾
北
小
学
校
の
改
築

を
皮
切
り
に
、
第
４
期
ま
で
の
30

年
間
で
、
学
校
数
を
３
分
の
１
程

度
、
縮
小
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
、
義
務
教
育

学
校
な
ど
の
設
置
や
仮
校
舎
を
使

用
し
な
い
改
築
方
法
な
ど
も
含

め
、
多
角
的
な
視
点
で
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ
　
図
書
室
や
学
習
室
の
利
用

者
に
配
慮
し
、
寺
尾
綾
北
地
区
の

複
合
施
設
に
、
楽
器
な
ど
を
使
用

で
き
る
防
音
機
能
を
強
化
し
た
部

屋
を
整
備
す
る
考
え
は
。

Ａ
　
北
の
台
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ

ラ
ザ
の
文
化
活
動
室
と
比
較
し
、

よ
り
防
音
性
能
を
高
め
た
、
楽
器

な
ど
の
使
用
に
適
し
た
貸
室
の
整

備
を
検
討
し
て
い
く
。

日
本
共
産
党
あ
や
せ
　
上
田
　
博
之

志
政
あ
や
せ
　
武
藤
　
俊
宏

あ や せ 市 議 会 だ よ り 第211号 （ 6）令和８年（2026年）５月

３月定例会で可決された意見書

1967年、武器輸出三原則を定めて以来、我が国は平和国家として殺傷能力を
有する武器の輸出を制限してきた。
その後、変化する国際情勢の中で、この考え方は防衛装備移転三原則に置き

変わったものの、海外移転を認める装備品の運用指針は、「救難、輸送、警戒、
監視、掃海」の非戦闘目的の５類型に限定してきた。とりわけ、殺傷能力を有
する武器の海外移転は、人道的見地と世界の紛争を助長することにもなりかね
ないという視点から、長期にわたり自公連立政権においても堅持され続けた我
が国の平和外交、平和政策の要でもある。
本年２月、高市早苗首相は国会において、この非戦闘目的の５類型を撤廃す

る方針を示し、その後、政府与党は防衛装備移転三原則の運用指針の見直しに
向けた提言を行った。
非戦闘目的の５類型の定めは、武器の海外移転に歯止めをかけてきた役割が

あるだけでなく、外交面でも、国際的な平和の構築に果たすべき我が国の立ち
位置を、明確にするという役割もある。
現行の法体系では、内閣総理大臣をはじめとする９閣僚で構成される国家安

全保障会議（ＮＳＣ）の審査を経ることにより、事実上、どの国に対してどの
ような武器を海外移転できるのかも判断が可能となっている。武器の海外移転
を巡り、国会がどこまでチェック機能を果たせるのかも不透明な状況である。
政府におかれては、戦後これまでの80年間、我が国が、平和国家として国際

社会に果たしてきた役割と、その歩みを十分に尊重され、殺傷能力を有する武
器の海外移転については、慎重かつ、しっかりとした歯止めのかかる法体系を
再構築されるとともに、政策の実現に向けて国民的議論を経た上で国策を推進
されるよう、強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和８年３月23日

� 綾瀬市議会議長　齊　藤　慶　吾　

衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　内閣官房長官　国家公安委員会委員長
総務大臣　外務大臣　財務大臣　経済産業大臣　国土交通大臣　防衛大臣　あて

平和国家の理念を踏まえた我が国の国際社会に果たすべき�
役割を尊重する政策の推進を求める意見書

『意見書』とは

綾瀬市議会 検索

議 

会 

の 

動 

き

●
２
月

18
日
　�

議
会
全
員
協
議
会
・
議
会
運
営

委
員
会

25
日
　�

３
月
定
例
会
本
会
議
（
初
日
）・

議
会
全
員
協
議
会

26
日
　�

３
月
定
例
会
本
会
議
（
第
２
日
）

●
３
月

３
日
　
市
民
福
祉
常
任
委
員
会

４
日
　
経
済
建
設
常
任
委
員
会

５
日
　
総
務
教
育
常
任
委
員
会

６
日
　
市
民
福
祉
常
任
委
員
会

10
日
　
総
務
教
育
常
任
委
員
会

12
日
　
基
地
政
策
特
別
委
員
会

16
日
　�

３
月
定
例
会
本
会
議
（
第
３
日
）

17
日
　�

３
月
定
例
会
本
会
議
（
第
４
日
）�

･

議
会
運
営
委
員
会

23
日
　�

３
月
定
例
会
本
会
議（
最
終
日
）・�

議
会
運
営
委
員
会
・
議
会
全
員

協
議
会
・
議
会
報
編
集
委
員
会

●
４
月

20
日
　�

議
会
全
員
協
議
会
・
議
会
運
営
委

員
会

30
日
　
議
会
報
編
集
委
員
会

●
５
月

１
日
　
議
会
運
営
委
員
会

12
日
　�

５
月
臨
時
会
・
議
会
運
営
委
員

会･

総
務
教
育
、
市
民
福
祉
、
経

済
建
設
各
常
任
委
員
会
・
基
地

政
策
特
別
委
員
会
・
議
会
報
編

集
委
員
会
・
議
会
全
員
協
議
会

◆どなたでも提出できます
市民の皆さんは、身近で困っている問題について市議会にその実情
を訴えることができます。これを請願や陳情といいます。

◆提出には、次のことに注意してください
・ 書式は≪例≫を参考に、日本語で簡潔にまとめてください。内容が
２件以上にわたるときは、１件ごとに提出してください。

・請願（陳情）者が複数の場合は、代表者を決めてください。
・ 請願（陳情）は、必ず議会事務局へ持参してください。
・ 定例会初日前３日（土･日曜日､休日を除く）までに提出してくださ
い。郵送の場合は、請願（陳情）として受け付けることはできませ
んが、要望書として全議員に配付します。

・ 請願（陳情）者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじ
めご了承ください。

要必が員議介紹の上以人１はに願請 ※
ですが、陳情には必要ありません。
請願と陳情の違いなど詳しくは議会
事務局に問い合わせてください。

合場るす署連人数が者）情陳（願請 ※
は全員の住所、氏名、押印（記名の
場合のみ、署名の場合は不要）をお
願いします。

《例》
○○○に関する請願（陳情）

綾瀬市議会議長
○○○○　殿
紹介議員
　　（署名又は記名押印）
請願（陳情）者
　　　住所
　　　氏名　○○○○　印
　　　（氏名は署名又は記名押印）

令和　年　月　日

趣旨
理由

市議会への請願や陳情

配布に関する問い合わせ
市議会だよりの汚損・破損や配布漏れなど、配布に関するお問
い合わせは、株式会社メディア・ソリューション・センターのポ
スティングコールセンター（☎︎0120-221-523、月〜土曜日、午前
９時〜午後６時）へ問い合わせてください。

次号は、令和８年８月15日に発行予定です。

市議会だよりは、紙面の都合で発言の一部を掲載しています。
詳しくは、市役所内情報公開コーナー、市立図書館、市議会に

でも、会議録の閲覧や検索ができます。
なお、１月臨時会及び３月定例会の会議録は、5月下旬に閲

覧できる予定です。

備えてある会議録をご覧くだ
さい。また、インターネット

詳しい内容は会議録・H
ホームページ

Pで

市ＬＩＮＥ公式アカウントで、
あやせ市議会だよりの発行をお知らせします！
・�市ＬＩＮＥ公式アカウントに登録し、「広報」情報の受信設定をすることで、
市議会だより発行のお知らせを受け取ることができます。
　（２月、５月、８月、11 月の 15 日／年４回発行）
・�届いたお知らせから、市ホームページに掲載した市議会だより最新号へ、
いつでも、どこでも、手軽にアクセスすることができます。

・�市ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加済みの方も、同様の方法で受信
設定を変更することができます。

受信設定の
方法

市公式アカウント

」定設信受「らかーュニメ ①
を選択する。

ムーォフ力入たれさ示表 ②
から「広報」にチェック
を入れる。

。いさだくてし意注でのいなか届が報情、といなしを定設のこ ※

市民の皆さんからの要望や意見を、国政や県政に反映さ
せるため、地方自治法第99条「議会は、当該普通地方公共
団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政
庁に提出することができる。」との規定に基づき、国や県
に対し議長が議会を代表して提出するものです。
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